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子
供
の
発
達
相
談
会

の
び
の
び
発
達
相
談

就
学
前
の
乳
幼
児
と
保
護
者
を
対
象
に
、無
料

の
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
作
業
療
法
士
、言

語
聴
覚
士
、保
育
士
、臨
床
心
理
士
、保
健
師

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■
と
き
　
３
月
15
日
㈮
　
午
前
９
時
30
分
～

■
と
こ
ろ
　
ウ
ェ
ル
ピ
ア

■
申
込
方
法
　
左
記
に
電
話
で
申
込
み

■
申
込
期
限
　
２
月
29
日
㈭

問
健
康
保
険
課
健
康
支
援
係

　
☎
㉔
３
０
０
０（
ウ
ェ
ル
ピ
ア
内
）

第
51
回
日
田
市
社
会
教
育
振
興
大
会

日
田
市
の
社
会
教
育
振
興
等
に
寄
与
し
た
功
労

者
・
功
労
団
体
表
彰
、記
念
講
演
を
行
い
ま
す
。

■
と
き
　
３
月
９
日
㈯
　
午
前
10
時
～

■
と
こ
ろ
　
パ
ト
リ
ア
日
田
　
大
ホ
ー
ル

■
記
念
講
演（
テ
ー
マ
）

　�

こ
れ
か
ら
の
学
校
と
地
域
づ
く
り

■
講
師
　
下
関
市
立
大
学
教
養
教
職
機
構

　
准
教
授
　
天
野
か
お
り�

氏

問
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
推
進
係

　
☎
㉒
６
８
６
８（
ア
オ
ー
ゼ
内
）

日
田
市
中
央
公
民
館
活
動
成
果
展

日
田
市
中
央
公
民
館
で
活
動
を
し
て
い
る
自
主

学
習
団
体
の
作
品
展
を
開
催
し
ま
す
。

■
と
き
　
２
月
29
日
㈭
～
３
月
17
日
㈰

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

■
と
こ
ろ
　
ア
オ
ー
ゼ
１
階
　
多
目
的
ホ
ー
ル

■
展
示
物
　
絵
画
・
書
道
・
短
歌
・
俳
句
・

　
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
ト
等

■
入
場
料
　
無
料

家
畜
の
飼
養
頭
羽
数
を

ご
報
告
く
だ
さ
い

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
規
定
に
よ
っ
て
、家
畜

の
所
有
者
は
、飼
養
し
て
い
る
家
畜
の
頭
羽
数

及
び
飼
養
衛
生
管
理
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。ま
だ
報
告
が
お
済
み
で
な
い
人

は
、左
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■�

対
象

　�

次
の
い
ず
れ
か
の
家
畜
を
飼
養
し
て
い
る
人

①�

鶏
・
あ
ひ
る
・
う
ず
ら
・
き
じ
・
ほ
ろ
ほ
ろ

鳥
・
七
面
鳥
の
い
ず
れ
か
を
１
０
０
羽
未
満

②
ダ
チ
ョ
ウ
を
10
羽
未
満

③�

鹿
・
め
ん
羊
・
山
羊
・
豚
・
イ
ノ
シ
シ
の
い

ず
れ
か
を
６
頭
未
満

④
牛
・
水
牛
・
馬
の
い
ず
れ
か
を
１
頭

■
報
告
期
限
　
３
月
１
日
㈮

問�

農
業
振
興
課
内
水
面
・
畜
産
振
興
係

　
☎
㉒
８
２
１
１（
市
役
所
３
階
）

産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金
保
険
料
が

免
除
に
な
り
ま
す

出
産
前
の
届
出
は
、出
産
予
定
日
の
６
か
月
前

か
ら
で
き
ま
す
。
出
産
後
の
届
出
は
平
成
31
年

２
月
１
日
以
降
の
出
産
で
あ
れ
ば
、い
つ
で
も

届
出
が
で
き
ま
す
。

■
免
除
期
間

　�

出
産
予
定
日
又
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
前

月
か
ら
４
か
月
間

※�

出
産
前
に
届
出
を
す
る
場
合
は
、添
付
書
類

と
し
て
母
子
健
康
手
帳
な
ど
の
出
産
予
定
日

が
確
認
で
き
る
も
の
が
必
要
で
す
。

問
日
本
年
金
機
構
日
田
年
金
事
務
所

　
☎
㉒
６
１
７
４

問
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
推
進
係

　
☎
㉒
６
８
６
８（
ア
オ
ー
ゼ
内
）

日
田
共
同
高
等
職
業
訓
練
校

令
和
６
年
度
訓
練
生
募
集

■
訓
練
科
目

　
住
宅
施
工
科（
建
築
大
工
、左
官
、木
工
）

■
募
集
条
件
　
建
築
職
人
を
目
指
す
人

■
訓
練
期
間
　
３
年
間
　
毎
週
木
曜
日

■
授
業
料
　
月
額
５
千
円

■
募
集
数
　
15
人
程
度

■
申
込
方
法

　
日
田
共
同
高
等
職
業
訓
練
校
に
電
話
で
申
込
み

■
申
込
期
限
　
３
月
31
日
㈰

問
日
田
共
同
高
等
職
業
訓
練
校（
江
島
）

　
☎
０
９
０
‐
３
４
１
４
‐
４
４
４
０

　商
工
労
政
課
商
業
・
消
費
生
活
係

　
☎
㉒
８
２
３
９（
市
役
所
３
階
）

就
職
し
た
い
若
者
を
全
力
で

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

「
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
お
お
い
た
」で
は
、専
任
の
相

談
員
に
よ
る
就
職
相
談
や
応
募
書
類
の
書
き

方
、面
接
指
導
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
無
料
で
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
と
き
　
月
～
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

■
と
こ
ろ
　
日
田
市
商
工
会
館
１
階

■
対
象
者
　
49
歳
以
下
の
人

■
利
用
方
法

　�

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
お
お
い
た
日
田
サ
テ
ラ
イ
ト

に
電
話
で
予
約

問
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
お
お
い
た
日
田
サ
テ
ラ
イ
ト

　
☎
㉓
６
８
９
８

　商
工
労
政
課
企
業
立
地
・
雇
用
労
働
係

　
☎
㉒
８
２
３
９（
市
役
所
３
階
）

お
知
ら
せ

大
人
の
三
味
線
体
験
会

～
三
味
線
に
触
れ
て
み
よ
う
～

「
三
味
線
は
難
し
い
」「
三
味
線
は
ハ
ー
ド
ル
が

高
い
」と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。
決
し
て
そ
ん

な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
初
心
者
に
も
分
か
り

や
す
い
体
験
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
と
き
　
３
月
10
日
㈰
　
午
前
10
時
～

■
と
こ
ろ
　
桂
林
公
民
館
　
集
会
室

■
申
込
方
法
　
左
記
講
師
に
電
話
で
申
込
み

■
申
込
期
限
　
２
月
29
日
㈭

※�

参
加
料
は
無
料
で
す
が
、三
味
線
の
レ
ン
タ

ル
料
の
み
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
講
師
　
樋
口�

勝
子�

氏

　
☎
㉒
３
４
０
８

　社
会
教
育
課
文
化
振
興
係

　
☎
㉒
６
８
６
８（
ア
オ
ー
ゼ
内
）

バ
ス
運
転
士
体
験
乗
車
会

バ
ス
運
転
士
の
担
い
手
育
成
を
目
的
と
し
て
、

大
型
自
動
車
免
許
を
持
っ
て
い
な
い
人
で
も
、

バ
ス
の
運
転
体
験
が
で
き
る
体
験
乗
車
会
を
無

料
で
実
施
し
ま
す
。

■
と
き
　
３
月
２
日
㈯�

午
前
10
時
～
午
後
１
時

■
と
こ
ろ

　�

西
日
本
鉄
道
株
式
会
社
西
鉄
バ
ス
研
修
セ
ン

タ
ー
（
福
岡
県
大
野
城
市
）

■
対
象
　
普
通
自
動
車
第
一
種
運
転
免
許
所
有
者

■
募
集
数
　
５
人
程
度

■
申
込
方
法

　
日
田
バ
ス
株
式
会
社
に
電
話
で
申
込
み

■
申
込
期
限
　
３
月
１
日
㈮

※�

日
田
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
か
ら
会
場
ま
で
無
料

で
送
迎
を
行
い
ま
す（
現
地
集
合
・
現
地
解

散
可
）。

問
日
田
バ
ス
株
式
会
社

　
☎
㉓
３
１
０
５

　ま
ち
づ
く
り
推
進
課
公
共
交
通
・
交
流
係

　
☎
㉒
８
３
５
６（
市
役
所
６
階
）

健
康
・
福
祉

イ
ベ
ン
ト
・
募
集
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皆さんの意見を募集します！�－�パブリックコメント�－
市では下記の内容を公開していますので、ご意見をお寄せください。
■内容
　①第５次日田市行政改革大綱第３期実行プラン（案）
　②日田市空家等対策計画第３期計画（改訂案）
　③日田市マンション管理適正化推進計画（案）
■�閲覧場所
　�市ホームページ、市役所３日以内窓口、各振興局・振興センター、各地区公民館（各振興局・振興センター管内
を除く10か所）、下記担当課
■意見の提出方法
　住所・氏名を記入の上、市ホームページ（電子申請）、郵便、ファックス、持参のいずれかで提出
■意見の提出先　市役所３日以内窓口、各振興局・振興センター、下記担当課
■募集期限　①３月８日㈮　②③３月15日㈮
問〒８７７-８６０１（住所記載不要）
　①地方創生推進課創生企画係（市役所６階）☎㉒８２２３�℻㉒８２５０
　②③建築住宅課指導審査係（市役所５階）☎㉒８２２６�℻㉒８２４７

●�空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和５年12月13
日から施行されました

空き家は放置せず、「仕舞う」・「活かす」で住みよい街に

問建築住宅課指導審査係☎㉒８２２６（市役所５階）

「日田市空き家ガイド」はこちら▶

●骨髄バンクの骨髄移植ドナーを支援します

　骨髄等の提供を行った人（ドナー）とその人が勤める事業所に助成金を支給しています。対象となる要件、申請方法、必要
書類などの詳細は、下記までお問い合わせください。

▶対象者
①ドナー
　�（公財）日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業によっ
て、骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、その証明書
の交付を受けた人
②事業所　ドナーが勤務する事業所（市外も可）
▶助成額（１回につき）　
①14万円　②７万円　

詳細はこちら▶

問健康保険課保健医療係☎㉒８３７０（市役所３階）

▶申請期限
　�骨髄等の提供を完了した日から９０日以内又は３月末
日のいずれか早い日まで

※�適用除外事項もありますのでご注意ください。

　市からの管理指針に即した勧告を受けてしまうと、固定資産税等の減額制度（住宅用地の特例）が受けられなくなります。

※住宅用地の特例
　�住宅用地に対して固定資産税及び都市計画税を
減額する制度


